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議案第３号 

 

渋谷区手数料条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年２月１８日 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区手数料条例の一部を改正する条例 

渋谷区手数料条例（昭和３３年渋谷区条例第３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１番号１２７の項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マ

ンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替組合」を「マンショ

ン再生組合」に改め、同表番号１３１の項から番号１３３の項までを削り、同表番号

１３０の項を同表番号１３１の項とし、同表番号１２９の項を削り、同表番号１２８

の項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第１０５条第１項」を「マンシ

ョンの再生等の円滑化に関する法律第１６３条の５９第１項」に改め、「建築物の容

積率」の次に「又は各部分の高さ」を加え、「要除却」を「要除却等」に、「の容積

率の」を「又は要除却等認定マンションの更新がされるマンションの容積率又は各部

分の高さの」に改め、同項を同表番号１３０の項とし、同表番号１２７の項の次に次

の２項を加える。 

１２８ マンションの再生等の円滑化に関す

る法律第１１３条第１項の規定に基

づき認可されたマンション等売却組

合に関する証明の申請に対する審査 

マンション等売却組合認

可等証明申請手数料 

 

１件につき ５００円 証明申

請のと

き 

１２９ マンションの再生等の円滑化に関す

る法律第１６３条の６第１項の規定

に基づき認可されたマンション除却

組合に関する証明の申請に対する審

査 

マンション除却組合認可

等証明申請手数料 

 

１件につき ５００円 証明申

請のと

き 

 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行日前になされたマンション管理計画の認定の申請、マンション管

理計画の認定の更新の申請及びマンション管理計画の変更の認定の申請に対する審

査に係る手数料については、なお従前の例による。 

 

  

（説明） 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正等に伴い、条例の一部を改正す

る必要があるので、この案を提出する。 


